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自
由
党
静
岡
事
件
の
新
資
料
二
篇

寺手

崎塚

修豊

　
私
た
ち
は
、
本
誌
第
五
十
五
巻
二
号
（
昭
和
五
＋
七
年
二
月
）
に
、
「
自
由
党
静

岡
事
件
に
関
す
る
新
資
料
ー
鈴
木
音
高
外
八
名
国
事
二
関
ス
ル
供
述
書
1
ー
」
を

発
表
し
、
従
来
、
そ
の
行
方
が
全
く
不
明
で
あ
つ
た
幻
の
警
視
庁
文
書
を
紹
介

　
（
1
）

し
た
。
本
稿
は
、
前
稿
発
表
後
、
あ
ら
た
に
発
見
し
た
新
資
料
二
篇
を
紹
介
す

る
も
の
で
あ
り
、
前
稿
の
い
わ
ぽ
続
篇
で
あ
る
。
東
京
地
方
裁
判
所
検
事
局

（
現
在
の
東
京
地
方
検
察
庁
）
所
蔵
の
静
岡
事
件
関
係
公
文
書
の
全
て
が
戦
災
に

よ
り
焼
失
し
た
現
在
、
そ
の
不
足
を
補
う
た
め
の
新
資
料
探
索
は
、
同
事
件
の

研
究
上
、
何
よ
り
も
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
い
ま
も
な
お
必
要

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
大
前
提
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ロ

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
二
文
書
の
最
初
の
一
篇
は
、
事
件
関
係
者
の
清
水
綱
義
に

対
す
る
警
察
訊
問
調
書
一
通
で
あ
り
、
他
の
一
篇
は
、
事
件
の
中
心
的
存
在
で

あ
つ
た
宮
本
鏡
太
郎
、
鈴
木
辰
三
、
山
岡
（
鈴
木
）
音
高
、
中
野
二
郎
三
郎
の

　
　
　
自
由
党
静
岡
事
件
の
新
資
料
二
篇

獄
中
行
状
録
四
通
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
こ
れ
ま
で
の
静
岡
事
件
研
究
に
お
い

て
不
明
で
あ
つ
た
部
分
に
、
は
じ
め
て
照
明
を
あ
て
る
も
の
で
あ
り
、
同
事
件

の
全
貌
究
明
の
た
め
に
は
、
皇
に
貴
重
な
文
書
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ

に
そ
の
全
文
を
覆
刻
、
紹
介
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
次
に
、
各
文
書
に
つ
い
て
、
簡
単
な
解
題
を
附
し
て
お
く
。
そ
の
標
題
は
、

筆
者
が
適
宜
附
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
文
の
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
一
　
清
水
綱
義
訊
問
調
書

　
自
由
党
静
岡
事
件
関
係
者
の
東
京
で
の
一
斉
検
挙
は
、
明
治
十
九
年
六
月
十

　
　
　
　
　
　
　
ρ
3
）

二
日
夜
に
は
じ
ま
つ
た
。
他
方
、
静
岡
地
方
で
の
そ
れ
は
、
警
視
庁
か
ら
特
派

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

さ
れ
た
武
田
警
部
（
信
寿
）
、
中
山
警
部
（
利
明
）
の
応
援
を
う
け
た
諏
訪
静
岡
県

　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

警
部
長
（
楳
）
の
指
揮
に
よ
り
、
六
月
十
三
、
十
四
の
両
日
に
実
行
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
（
一
一
五
七
）
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自
由
党
静
岡
事
件
の
新
資
料
二
篇

明
治
十
九
隼
六
月
十
五
日
・
静
岡
大
務
新
聞
は
、
清
水
綱
義
逮
捕
の
模
様
に
つ

き
、
次
の
ご
と
く
報
じ
て
い
る
。

　
　
　
…
…
十
三
日
の
午
前
二
時
頃
四
名
の
警
吏
二
人
曳
の
人
力
車
に
て
藤
枝

　
　
警
察
署
に
赴
き
同
署
よ
り
更
に
二
名
の
巡
査
を
随
ひ
直
ち
に
島
田
分
署
に

　
　
到
り
、
夫
よ
り
同
宿
在
落
合
村
の
同
党
員
清
水
綱
義
氏
（
故
赤
井
景
詔
を
止

　
　
宿
せ
し
め
た
る
人
）
方
へ
出
張
せ
ん
と
す
る
際
同
氏
は
同
分
署
へ
自
首
さ
れ

　
　
し
と
か
に
て
妻
と
共
に
拘
引
、
昨
日
彼
地
よ
り
護
送
さ
れ
た
り
。

　
こ
の
報
道
が
真
実
を
伝
え
る
も
の
と
す
る
と
、
清
水
綱
義
は
、
合
計
六
名
の

警
察
官
が
彼
の
逮
捕
に
向
か
う
直
前
の
六
月
十
三
日
未
明
、
藤
枝
警
察
署
島
田

　
ハ
　
ユ

分
署
に
自
首
し
、
さ
ら
に
翌
十
四
日
、
静
岡
警
察
署
に
護
送
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
清
水
自
首
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
「
明
治
政
史
・
静
岡

　
　
　
　
（
9
）

事
件
」
の
見
解
が
あ
る
が
、
前
掲
新
聞
報
道
の
ほ
か
、
北
海
道
空
知
集
治
監
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
枝
）

教
講
師
を
し
て
い
た
留
岡
幸
助
の
日
記
の
一
節
に
、
　
「
清
水
綱
義
此
事
ヲ
浜
松

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ノ
警
察
署
に
自
首
セ
リ
」
と
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
同
日
記
の
別
の
箇
所
で
、
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
綱
義
）

岡
音
高
に
関
す
る
メ
モ
の
部
分
に
も
「
清
水
清
高
氏
ハ
吾
暦
（
山
岡
を
さ
す
ー
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

者
註
）
ガ
捕
ハ
レ
シ
ヲ
以
テ
其
人
ガ
国
中
ニ
ア
リ
テ
藤
枝
警
察
署
二
自
白
セ
リ
」

と
み
え
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
彼
が
藤
枝
警
察
署
（
島
田
分
署
）
に
自
首
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
疑
い
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
清
水
は
、
警
察
の

一
斉
検
挙
開
始
直
後
に
、
捜
査
当
局
の
あ
わ
た
だ
し
い
動
向
を
察
知
し
、
も
は

や
自
分
が
逃
れ
る
道
は
な
い
と
考
え
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
縛
に
就
く
こ
と
を
決

意
し
た
の
で
あ
つ
た
。
彼
が
、
警
察
当
局
に
抵
抗
す
る
道
を
選
ば
ず
、
進
ん
で

自
首
を
行
う
道
を
選
ん
だ
の
は
、
少
し
で
も
警
察
当
局
の
心
証
を
よ
く
し
て
お

い
た
方
が
厳
し
い
刑
罰
を
回
避
す
る
上
で
、
得
策
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
（
一
一
五
八
）

　
静
岡
警
察
署
に
お
け
る
事
件
関
係
者
の
取
り
調
べ
は
、
精
力
的
に
進
め
ら
れ

た
。
そ
の
こ
と
は
、
六
月
十
七
日
・
静
岡
大
務
新
聞
が
「
諏
訪
警
部
長
始
じ
め

各
警
官
は
、
午
前
五
時
前
よ
り
夜
十
時
頃
迄
、
該
事
件
の
顛
末
を
取
調
べ
居
ら

る
瓦
由
に
て
中
々
の
繁
忙
な
り
」
と
伝
え
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
清
水
綱
義
は
、
静
岡
警
察
署
詰
警
部
立
花
精
一
郎
の
取
り
調
べ
に
対
し
、
躊

躇
す
る
こ
と
な
く
、
事
件
の
全
容
を
供
述
し
た
。
藤
枝
警
察
署
へ
の
自
首
の
一

件
と
い
い
、
ま
た
、
自
己
の
正
当
化
の
み
に
終
始
し
た
供
述
内
容
と
い
い
、
自

由
民
権
家
と
し
て
の
清
水
の
行
動
は
、
建
に
ふ
が
い
な
い
も
の
で
あ
つ
た
と
い

え
る
。
当
時
、
静
岡
地
方
で
の
検
挙
者
と
し
て
は
、
鈴
木
辰
三
、
小
林
喜
作
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

中
野
二
郎
三
郎
、
足
立
邦
太
郎
、
名
倉
良
八
、
上
原
春
夢
ら
が
お
り
、
彼
ら
も

ま
た
、
同
様
の
取
り
調
べ
を
う
け
て
い
た
筈
で
あ
る
が
、
清
水
綱
義
の
供
述

が
、
静
岡
地
方
の
逮
捕
者
の
な
か
で
も
つ
と
も
早
か
つ
だ
こ
と
は
、
疑
い
の
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
清
水
の
供
述
に
よ
り
、
事
件
の
確
証
を
え
た
武
田
警
部
は
、
翌

十
五
日
早
朝
、
こ
の
こ
と
を
警
視
庁
に
急
報
す
る
た
め
、
清
水
綱
義
の
「
口
供

抜
葦
」
を
持
参
し
、
急
ぎ
帰
京
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
六
月
十
六
日
・
静
岡
大

務
新
聞
は
、
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
　
今
回
の
嫌
疑
拘
引
事
件
の
為
め
来
県
さ
れ
し
警
視
庁
警
部
の
う
ち
、
武

　
　
田
信
寿
氏
は
、
昨
朝
二
人
曳
の
人
力
車
に
て
帰
京
の
途
に
就
か
れ
た
り
。

　
　
：
…
中
山
警
部
は
尚
ほ
滞
在
、
諏
訪
警
部
長
と
共
に
取
調
に
力
を
尽
さ

　
　
れ
、
各
警
官
も
昼
夜
探
偵
に
奔
走
中
な
り
と
か
。

　
同
月
同
日
夜
、
東
京
に
着
い
た
武
田
警
部
は
、
た
だ
ち
に
上
司
で
あ
る
警
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

庁
第
三
局
長
（
兼
書
記
局
長
）
小
野
田
元
撫
を
訪
れ
、
静
岡
に
お
け
る
取
り
調
べ
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状
況
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
清
水
の
「
口
供
抜
葦
」
を
提
出
し
た
Q

　
武
田
警
部
の
急
報
に
よ
り
、
こ
の
こ
と
を
報
告
す
る
小
野
田
局
長
の
警
視
総

監
三
島
通
庸
宛
六
月
十
六
日
付
書
簡
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
封
書
表
書
）

　
　
　
総
監
公
閣
下
　
　
　
　
　
元
　
熈

　
　
　
　
（
書
簡
）

　
　
　
拝
啓
　
昨
夜
武
田
ナ
ル
者
静
岡
ヨ
リ
帰
京
。
静
岡
表
二
於
而
之
調
書
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
貴
覧
候
。
其
他
主
務
局
長
ヨ
リ
承
リ
候
二
湊
省
太
郎
ナ
ル
者
モ
白
状
セ
シ

　
　
由
。
誠
二
好
都
合
二
御
座
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勿
　
々

　
　
　
　
六
月
十
六
日

　
清
水
綱
義
の
「
口
供
抜
葦
」
が
、
武
田
警
部
、
小
野
田
局
長
の
手
を
へ
て
、

三
島
警
視
総
監
の
「
貴
覧
」
に
供
さ
れ
た
こ
と
は
、
右
の
書
簡
に
よ
つ
て
明
白

で
あ
ろ
う
Q

　
本
稿
で
紹
介
す
る
清
水
綱
義
警
察
訊
問
調
書
（
口
供
抜
葦
）
は
、
ま
さ
に
、
右

の
経
緯
を
へ
て
三
島
警
視
総
監
の
手
元
に
届
け
ら
れ
た
一
文
書
で
あ
る
。

　
同
文
書
は
、
　
「
口
供
抜
葦
　
追
訊
問
調
書
」
と
題
す
る
十
二
行
普
通
罫
紙
四

枚
の
綴
り
で
、
現
在
、
そ
れ
は
、
前
掲
小
野
田
書
簡
と
と
も
に
国
立
国
会
図
書

館
憲
政
資
料
室
蔵
「
三
島
通
庸
関
係
文
書
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容

は
、
事
件
関
係
者
の
一
人
で
あ
る
清
水
綱
義
が
い
ち
は
や
く
事
件
の
全
容
を
供

述
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
文
書
の
末
尾
に
は
、
彼
の
名
前
と
と
も
に
、
取
り
調
べ

に
あ
た
つ
た
立
花
精
一
郎
（
静
岡
警
察
署
詰
警
部
）
の
名
前
が
み
え
て
い
る
。

　
　
　
自
由
党
静
岡
事
件
の
新
資
料
二
篇

　
こ
の
訊
問
調
書
は
、
抜
葦
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
、
清

水
綱
義
関
係
の
訊
問
調
書
が
未
発
見
と
い
う
資
料
状
況
を
打
開
す
る
も
の
と
し

て
、
ま
た
、
警
視
庁
の
訊
問
以
前
の
静
岡
警
察
署
に
お
け
る
取
り
調
べ
状
況
を

示
す
は
じ
め
て
の
資
料
と
し
て
、
そ
の
価
値
は
、
多
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
二
　
宮
本
鏡
太
郎
、
鈴
木
辰
三
、
山
岡
（
鈴
木
）
音
高
、

　
　
　
　
　
中
野
二
郎
三
郎
の
獄
中
行
状
録

　
自
由
党
静
岡
事
件
の
判
決
言
渡
は
、
明
治
二
十
年
七
月
十
三
日
、
東
京
重
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

裁
判
所
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
事
件
関
係
者
の
量
刑
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
湊
省
太
郎
（
有
期
徒
刑
＋
五
年
）
。
宮
本
鏡
太
郎
（
同
前
）
。
鈴
木
辰
三
（
同
前
）
。

　
　
清
水
綱
義
（
同
前
）
Q
山
岡
音
高
（
有
期
徒
刑
＋
四
年
）
。
中
野
二
郎
三
郎
（
同

　
　
前
）
Q
清
水
高
忠
（
有
期
徒
刑
士
二
年
）
Q
小
池
勇
（
有
期
徒
刑
＋
二
年
）
。
木
原

　
　
成
烈
（
同
前
）
。
小
山
徳
五
郎
（
同
前
）
Q
川
村
弥
市
（
同
前
）
。
足
立
邦
太
郎

　
　
（
同
前
）
。
名
倉
良
八
（
同
前
）
。
藪
（
広
瀬
）
重
雄
（
同
前
）
。
潮
湖
伊
助
（
重

　
　
懲
役
九
年
）
。
村
上
佐
一
郎
（
同
前
）
。
高
橋
六
十
郎
（
同
前
）
。
浅
井
満
治

　
　
（
同
前
）
。
山
田
八
十
太
郎
（
軽
懲
役
八
年
）
。
平
沢
幸
次
郎
（
軽
懲
役
六
年
）
。

　
　
上
原
春
夢
（
重
禁
鋼
四
年
）
。
真
野
真
恋
（
重
禁
鋼
二
年
六
月
）
。
大
畑
常
兵
衛

　
　
（
同
前
）
。
小
林
喜
作
（
重
禁
銅
｝
年
六
月
）
。
室
田
半
二
（
同
前
）
。

　
右
の
う
ち
、
湊
省
太
郎
、
清
水
綱
義
、
浅
井
満
治
、
上
原
春
夢
は
獄
中
で
死

亡
し
、
小
林
喜
作
、
室
田
半
二
の
両
名
は
、
明
治
二
十
二
年
一
月
に
、
大
畑
常

兵
衛
は
、
二
十
三
年
一
月
に
、
真
野
真
恋
は
、
二
十
三
年
四
月
に
、
高
橋
六
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

郎
は
、
二
十
九
年
七
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
満
期
出
獄
し
た
。
ま
た
、
平
沢
幸
次

郎
、
村
上
佐
一
郎
、
潮
湖
伊
助
、
山
田
八
十
太
郎
の
四
名
に
つ
い
て
は
満
期
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
（
一
一
五
九
）
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自
由
党
静
岡
事
件
の
新
資
料
二
篇
．

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

前
に
仮
出
獄
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
、
清
水
高
忠
、
小
池
勇
、
木
原
成
烈
、
小

山
徳
五
郎
、
川
村
弥
市
、
足
立
邦
太
郎
、
名
倉
良
八
、
藪
重
雄
の
八
名
は
、
三

十
年
一
月
三
十
一
日
、
英
照
皇
太
后
の
死
去
に
と
も
な
う
大
赦
令
（
勅
令
第
七
号
）

　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に
よ
り
減
刑
出
獄
し
た
か
ら
、
静
岡
事
件
関
係
者
で
最
後
ま
で
（
三
＋
年
七
月

士
百
、
特
赦
と
な
る
ま
で
）
獄
中
に
つ
な
が
れ
て
い
た
の
は
、
宮
本
鏡
太
郎
、

鈴
木
辰
三
、
山
岡
音
高
、
中
野
二
郎
三
郎
の
四
名
だ
け
で
あ
つ
た
。
こ
れ
ら
の

人
々
が
最
後
ま
で
釈
放
さ
れ
な
か
つ
た
の
は
、
彼
ら
が
事
件
の
中
心
的
存
在
で

あ
つ
た
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
も
、
湊
省
太
郎
や
清
水
綱
義
が

こ
の
と
き
ま
で
生
存
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
も
ま
た
、
最
後
ま
で
釈

放
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
前
述
の
四
名
と
全
く
同
じ
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
資
料
は
、
現
在
、
国
立
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
「
調
＋
鰭

公
文
雑
纂
」
（
巻
二
＋
二
。
司
法
省
二
）
所
載
の
記
録
で
、
北
海
道
集
治
監
空
知

分
監
十
行
罫
紙
（
宮
本
鏡
太
郎
行
状
録
、
山
岡
音
高
行
状
録
、
中
野
二
郎
三
郎
行
状
録
）

六
枚
、
そ
し
て
同
網
走
分
監
十
三
行
罫
紙
（
鈴
木
辰
三
行
状
録
）
二
枚
の
、
合
計

八
枚
の
綴
り
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
自
由
党
静
岡
事
件
関
係
者
の
獄
中
関
係
資
料
と
し
て
は
、
前

　
　
　
　
　
（
2
1
）

掲
留
岡
幸
助
日
記
の
ほ
か
、
供
野
外
吉
な
ら
び
に
村
本
喜
代
作
の
両
氏
が
紹
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

さ
れ
た
清
水
高
忠
関
係
記
録
が
知
ら
れ
て
い
る
。
留
岡
日
記
は
、
山
岡
音
高
、

宮
本
鏡
太
郎
、
藪
重
雄
、
木
原
成
烈
な
ど
静
岡
事
件
関
係
者
の
経
歴
、
犯
罪
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

な
ど
を
摘
記
し
た
留
岡
自
身
の
メ
モ
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
清
水
高
忠
関
係
記

録
は
、
釧
路
分
監
長
の
本
監
典
獄
宛
上
申
書
と
そ
れ
に
添
付
さ
れ
た
教
講
師
視

察
意
見
書
、
身
上
票
、
作
業
表
、
視
察
表
、
行
状
録
な
ど
を
含
む
詳
細
な
記
録

で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
　
　
（
一
一
六
〇
）

　
こ
の
よ
う
に
、
右
の
記
録
は
、
い
ず
れ
も
静
岡
事
件
関
係
者
の
獄
中
生
活
を

知
る
上
で
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
必
読
の
資
料
と
い
う
べ
を
で
あ
る
が
、
し
か

し
、
彼
ら
の
獄
中
生
活
は
一
様
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
も
つ
て
し
て
も

な
お
、
そ
の
全
容
は
、
い
ま
だ
解
明
さ
れ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
す
な
わ
ち
、

前
掲
留
岡
日
記
に
は
、
静
岡
事
件
関
係
者
の
記
録
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と

は
い
え
、
そ
の
内
容
は
、
入
獄
以
前
の
経
歴
な
ど
が
中
心
で
、
彼
ら
の
獄
中
生

活
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
し
、
他
方
、
前

掲
清
水
高
忠
関
係
記
録
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
清
水
だ
け
の
記
録
に
と
ど
ま
る

か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
獄
中
行
状
録
四
通
は
、
待
望
久
し
か
り
し

も
の
で
あ
り
、
自
由
党
静
岡
事
件
の
中
心
人
物
た
ち
の
獄
中
生
活
を
知
る
上

で
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
基
礎
資
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）
　
上
記
資
料
の
発
見
は
、
マ
ス
・
コ
ミ
な
ど
で
も
大
ぎ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
た
（
中

　
日
新
聞
・
静
岡
版
・
昭
和
五
十
七
年
一
月
七
日
、
中
日
新
聞
・
名
古
屋
版
・
同
年
同

　
月
八
目
、
東
京
新
聞
・
同
年
二
月
一
日
、
中
央
公
論
・
歴
史
と
人
物
・
昭
和
五
十
七

　
年
五
月
号
・
二
四
一
頁
ー
二
四
二
頁
）
。

（
2
）
　
清
水
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
原
口
清
「
明
治
前
期
地
方
政
治
史
研
究
」
下
巻
・

　
昭
和
四
十
九
年
・
四
三
六
頁
－
四
四
三
頁
、
枝
村
三
郎
「
清
水
綱
義
顕
彰
」
・
昭
和

　
五
十
六
年
十
二
月
、
に
簡
単
な
記
述
が
あ
る
。

（
3
）
　
手
塚
豊
「
自
由
党
静
岡
事
件
裁
判
小
考
」
・
法
学
研
究
・
第
四
十
巻
五
号
・
昭

　和四

十
二
年
五
月
・
二
二
頁
。

（
4
×
5
）
　
武
田
と
中
山
は
、
当
時
、
第
三
局
警
部
で
あ
つ
た
（
明
治
十
九
年
十
二
月

　
職
員
録
く
甲
Y
四
〇
一
頁
）
。

（
6
）
　
諏
訪
は
、
明
治
十
七
年
七
月
十
四
日
、
警
視
庁
一
等
警
察
使
兼
四
等
警
視
か
ら
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静
岡
県
警
部
長
に
な
り
、
同
十
九
年
八
月
十
二
日
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
つ
た
（
明
治

　
十
七
年
二
月
官
員
録
・
二
二
五
枚
裏
、
静
岡
県
警
察
史
・
上
巻
・
昭
和
五
十
三
年
十

　
一
月
・
ニ
ニ
五
七
頁
）
。

（
7
）
　
手
塚
・
前
掲
「
自
由
党
静
岡
事
件
裁
判
小
考
」
・
法
学
研
究
・
第
四
十
巻
五
号

　
・
二
三
頁
。

（
8
）
　
明
治
十
五
年
七
月
一
日
、
静
岡
警
察
署
藤
枝
分
署
は
、
藤
枝
警
察
署
に
昇
格
し

　
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
静
岡
警
察
署
の
管
轄
下
に
あ
つ
た
島
田
分
署
は
、
藤

　
枝
警
察
署
の
管
轄
と
な
つ
た
（
前
掲
静
岡
県
警
察
史
・
上
巻
・
二
一
三
頁
）
。

（
9
）
　
「
明
治
政
史
・
静
岡
事
件
」
は
、
清
水
が
「
家
の
周
囲
に
張
り
込
ん
で
い
た
、

　
私
服
巡
査
に
組
み
付
か
れ
」
て
逮
捕
さ
れ
た
と
の
立
場
を
と
つ
て
い
る
（
静
岡
新

　
報
・
大
正
十
五
年
五
月
十
九
日
）
。

（
1
0
）
　
留
岡
幸
助
日
記
編
集
委
員
会
「
留
岡
幸
助
日
記
」
第
『
巻
・
三
三
一
頁
。
な

　
お
、
留
岡
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
毎
日
新
聞
に
九
十
九
回
に
わ
た
つ
て
連
載
さ
れ
た

　
高
瀬
善
夫
「
一
路
到
白
頭
－
留
岡
幸
助
の
生
涯
1
」
　
（
昭
和
五
十
七
年
一
月
四

　
日
f
同
年
五
月
八
日
）
に
詳
し
い
。

（
n
）
　
前
掲
「
留
岡
幸
助
日
記
」
第
一
巻
ニ
ニ
ニ
頁
。

（
1
2
）
　
か
つ
て
手
塚
は
、
　
「
も
し
も
清
水
の
自
首
に
も
と
づ
ぎ
警
察
当
局
が
事
件
を
探

　
知
し
た
も
の
な
ら
ば
、
当
然
に
静
岡
県
の
警
察
が
検
挙
の
主
体
と
な
つ
た
筈
で
あ
る

　
が
、
実
際
は
警
視
庁
の
活
動
に
よ
つ
て
摘
発
が
開
始
さ
れ
た
」
と
述
べ
、
そ
の
こ
と

　
を
理
由
に
、
清
水
自
首
の
一
件
は
疑
間
と
考
え
る
見
解
を
示
し
た
（
手
塚
・
前
掲

　
「
自
由
党
静
岡
事
件
裁
判
小
考
」
・
法
学
研
究
・
第
四
十
巻
五
号
・
二
三
頁
i
二
四

　
頁
）
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
み
い
出
し
た
資
料
を
総
合
す
る
と
清
水
自
首
の
一
件
そ

　
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
と
思
う
。
静
岡
事
件
発
覚
の
端
緒
が
清
水
自

　首の

一
件
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
手
塚
の
主
張
は
、
い
ま
も
か
わ
ら
な
い

　
が
、
本
文
中
に
述
べ
た
．
こ
と
く
、
彼
の
自
首
が
一
斉
検
挙
開
始
後
で
あ
る
と
す
る
な

　
ら
ば
、
そ
の
可
能
性
は
否
定
で
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
補
訂
し
て
お
く
。

　
　
自
由
党
静
岡
事
件
の
新
資
料
こ
篇

（
1
3
）
　
立
花
は
、
明
治
十
四
年
十
二
月
四
日
、
茨
城
県
警
部
か
ら
静
岡
県
警
部
に
転

　
じ
、
十
八
年
十
二
月
二
日
か
ら
静
岡
警
察
署
詰
と
な
つ
た
。
彼
は
、
十
九
年
十
月
十

　
一
日
に
下
田
警
察
署
長
に
な
る
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
つ
た
か
ら
、
事
件
当
時
、
静
岡

　
警
察
署
詰
警
部
の
身
分
で
あ
つ
た
（
静
岡
県
警
察
本
部
所
蔵
の
官
歴
書
に
よ
る
）
。

（
1
4
）
　
註
7
に
同
じ
。

（
1
5
）
　
小
野
田
（
書
記
局
長
）
は
、
明
治
十
九
年
二
月
五
日
、
第
三
局
長
を
兼
務
す
る

　
こ
と
に
な
り
、
同
年
七
月
二
十
日
、
唄
等
警
視
園
田
安
賢
が
第
三
局
長
に
就
任
す
る

　
ま
で
、
第
三
局
長
を
兼
ね
て
い
た
（
警
視
庁
史
稿
・
庁
府
県
警
察
沿
革
史
・
其
ノ

　
ニ
・
六
頁
、
八
頁
）
。
な
お
、
第
三
局
は
、
高
等
警
察
を
担
当
し
た
（
明
治
十
九
年

　
五
月
四
日
・
勅
令
第
四
二
号
「
警
視
庁
官
制
」
第
三
九
条
〉
。

（
1
6
）
　
こ
こ
で
い
う
「
主
務
局
長
」
と
は
、
当
時
第
二
局
長
で
あ
つ
た
林
三
介
を
さ
す

　
も
の
と
思
わ
れ
る
。
林
は
、
明
治
十
九
年
一
月
二
十
八
日
、
第
二
局
長
に
就
任
し
、

　
同
二
十
三
年
三
月
七
日
、
宮
城
控
訴
院
検
事
長
に
転
任
す
る
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
つ

　
た
（
前
掲
警
視
庁
史
稿
・
庁
府
県
警
察
沿
革
史
・
其
ノ
ニ
ニ
六
一
頁
、
　
一
六
四

　
頁
）
。
な
お
、
第
二
局
は
、
司
法
警
察
を
担
当
し
た
（
明
治
十
九
年
五
月
四
日
・
勅

　
令
第
四
二
号
「
警
視
庁
官
制
」
第
四
二
条
）
。

（
1
7
）
　
手
塚
豊
「
自
由
党
静
岡
事
件
判
決
書
－
続
・
明
治
法
制
史
料
雑
纂
（
八
）
ー

　
1
」
・
法
学
研
究
・
第
三
十
九
巻
一
号
・
昭
和
四
十
一
年
一
月
・
七
〇
頁
以
下
。

（
1
8
）
　
「
湖
＋
鞘
公
文
雑
纂
」
・
巻
二
十
二
・
司
法
省
二
。
な
お
、
小
林
、
室
田
、
大

　
畑
、
高
橋
の
刑
期
起
算
日
は
、
い
ず
れ
も
、
明
治
二
十
年
七
月
十
三
日
で
あ
り
、
ま

　
た
、
大
審
院
へ
上
告
し
た
真
野
の
そ
れ
は
、
同
年
十
月
十
三
日
で
あ
る
。

（
B
）
（
2
。
）
鶉
「
響
讐
文
雑
纂
」
巻
一
＋
干
渓
省
二
．

（
2
1
）
留
岡
幸
助
日
記
の
一
部
（
木
原
成
烈
の
項
）
は
、
す
で
に
、
村
本
喜
代
作
「
静

　
岡
事
件
の
全
貌
」
・
昭
和
四
十
三
年
・
二
三
一
頁
、
供
野
外
吉
「
獄
窓
の
自
由
民
権

　
者
た
ち
」
・
昭
和
四
十
七
年
・
四
九
頁
－
五
〇
頁
に
よ
つ
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、

　
最
近
、
同
日
記
の
全
文
が
公
刊
さ
れ
、
木
原
以
外
の
事
件
関
係
者
に
つ
い
て
の
メ
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
（
一
一
六
一
）
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問答

　
　
自
由
党
静
岡
事
件
の
新
資
料
二
篇

　
が
明
ら
か
と
な
つ
た
（
留
岡
幸
助
日
記
編
集
委
員
会
・
留
岡
幸
助
日
記
・
昭
和
五
＋

　
四
年
）
。

（
2
2
）
　
供
野
外
吉
「
北
海
道
で
の
自
由
民
権
運
動
余
歴
（
7
）
1
静
岡
・
名
古
屋
事

　
件
の
人
た
ち
ー
」
・
北
海
道
地
方
史
研
究
・
第
四
四
号
・
昭
和
三
十
七
年
・
『
九

　
頁
ー
二
〇
頁
、
村
本
・
前
掲
「
静
岡
事
件
の
全
貌
」
・
二
一
八
頁
ー
＝
一
三
頁
。

（
2
3
）
　
前
掲
「
留
岡
幸
助
日
記
」
第
一
巻
二
三
一
頁
以
下
。

理　
（
1
）
　
漢
字
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
隠
、
■
な

　
ど
の
合
字
に
つ
い
て
は
、
ト
モ
、
コ
ト
な
ど
に
、
そ
れ
ぞ
れ
改
め
た
。

　
（
2
）
　
濁
点
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
不
統
一
で
あ
る
が
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。

　
（
3
）
　
誤
記
、
脱
漏
と
判
断
さ
れ
る
個
所
は
、
行
間
に
（
　
）
を
附
し
て
註
記
し

　
た
。

　（4

）
　
□
は
、
判
読
困
難
の
文
字
、
あ
る
い
は
汚
損
な
ど
の
た
め
不
明
の
文
字
で
あ

　
る
o

　
（
5
）
　
標
題
に
つ
い
て
は
、
　
〔
　
〕
を
附
し
て
、
筆
者
が
適
宜
こ
れ
を
補
つ
た
。

　
一
　
清
水
綱
義
訊
問
調
書

　
　
　
　
口
供
抜
牽

　
　
　
　
　
追
訊
間
調
書

汝
力
已
二
首
出
シ
タ
ル
犯
罪
ノ
事
実
二
付
是
マ
テ
申
立
タ
ル
外
二
尚
ホ
情

故
ア
ル
ナ
ラ
ソ
包
マ
ス
申
立
テ
ヨ

前
二
申
上
タ
ル
通
リ
東
西
二
奔
走
ス
ル
志
士
輩
ノ
唱
ル
所
ヲ
聞
ク
ニ
共
和

政
治
ヲ
徳
ト
シ
国
家
二
害
ヲ
加
ヘ
ソ
ト
欲
ス
ル
勢
日
一
日
二
盛
二
相
成
実

二
容
易
ナ
ラ
サ
ル
形
勢
二
付
其
事
実
ヲ
探
得
ン
為
メ
曽
テ
自
己
ノ
意
思
外

問答問答問答間答問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
（
一
一
六
二
）

ノ
コ
ト
ヲ
モ
ナ
シ
又
悪
事
ナ
ル
ハ
承
知
シ
テ
為
シ
タ
ル
義
ナ
レ
ハ
決
シ
テ

今
更
一
身
ヲ
惜
ン
テ
不
実
ノ
申
立
ハ
セ
サ
ル
ナ
リ

汝
力
己
ノ
思
想
二
反
対
ナ
ル
モ
ノ
ト
交
際
ヲ
ス
ル
カ
如
ク
申
立
ル
ハ
何
力

為
メ
ニ
ス
ル
所
ア
ル
カ

私
ハ
常
二
至
貴
至
尊
ノ
御
為
メ
ニ
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
除
カ
ソ
為
メ
ノ
精
神

ナ
レ
ハ
好
テ
共
和
政
体
等
ヲ
唱
道
ス
ル
モ
ノ
等
ト
交
際
ヲ
求
メ
愈
々
事
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

挙
ケ
国
家
二
害
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
精
忠
ヲ
尽
ス
ノ
心
得
ヨ
リ
努
メ

テ
志
士
ト
交
際
ス
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス

然
ラ
ハ
汝
ハ
常
二
国
家
二
害
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
・
挙
動
ニ
ハ
最
モ
注

意
シ
テ
居
ル
ナ
ラ
ン

左
様
デ
ア
リ
マ
ス
故
二
韓
近
恐
ル
ヘ
キ
爆
裂
弾
杯
ヲ
使
用
セ
ン
ト
ス
ル
モ

ノ
、
挙
動
ニ
ハ
注
意
シ
テ
居
リ
マ
ス
カ
当
静
岡
県
下
ニ
テ
ハ
右
様
ノ
所
為

ヲ
企
ン
ト
思
フ
モ
ノ
ハ
鈴
木
音
高
湊
省
太
郎
広
瀬
重
雄
其
他
浜
松
辺
ニ
モ

一
両
名
ハ
コ
レ
ア
ル
カ
ト
考
ヘ
ラ
レ
マ
ス

近
頃
湊
省
太
郎
鈴
木
音
高
二
□
等
力
出
京
シ
居
ル
モ
右
等
ノ
計
画
デ
モ
為

ス
ナ
ラ
ン
カ
如
何
・

明
治
十
七
年
中
赤
井
事
件
ヨ
リ
巳
来
鈴
木
音
高
ト
ハ
深
ク
交
リ
マ
セ
ソ
故

二
其
実
況
ハ
知
リ
マ
セ
ソ

明
治
十
七
年
頃
志
士
力
政
府
二
反
対
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
夫
々
準
備
モ
為
セ

シ
ナ
ラ
ソ
カ
知
ラ
サ
ル
カ

承
知
シ
テ
居
リ
マ
ス
是
非
金
員
ヲ
集
サ
レ
ハ
政
府
ヲ
改
良
ス
ル
能
ハ
ス
ト

云
フ
テ
頻
二
其
準
備
ヲ
致
シ
マ
シ
タ

準
備
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
実
行
セ
シ
事
ア
リ
シ
ナ
ラ
ン
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答問答問答答問問答問答問答答問問

実
行
シ
タ
ル
コ
ト
モ
ア
リ
マ
ス

夫
レ
ハ
何
レ
ニ
テ
実
行
セ
シ
カ

駿
河
国
志
太
郡
水
上
村
石
川
イ
ト
方
へ
押
入
強
盗
ノ
所
為
カ
ア
リ
マ
シ
タ

其
人
々
ハ
誰
レ
く
ナ
ル
カ

鈴
木
音
高
湊
省
太
郎
広
瀬
重
雄
小
池
勇
村
上
佐
一
郎
鈴
木
辰
三
外
二
栃
木

県
下
ノ
者
ノ
由
ニ
テ
姓
名
未
タ
知
ラ
サ
ル
壮
士
壱
人
（
喀
捧
鞭
斌
螂
）
自
分
共

都
合
八
人
ニ
テ
銘
々
刀
剣
ヲ
携
へ
押
入
奪
取
リ
マ
シ
タ

其
節
被
告
人
ヲ
縛
ル
ニ
針
銅
ヲ
以
テ
双
手
ヲ
縛
セ
シ
ガ
誰
力
発
明
セ
シ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
ま

私
ノ
発
明
ニ
テ
若
モ
ノ
等
共
二
針
銅
ヲ
以
テ
双
手
ヲ
縛
セ
シ
ガ
誰
力
発
明

ま
　
　
）

セ
シ
カ

其
時
奪
取
リ
タ
ル
金
額
ハ
何
程
ニ
テ
銘
々
へ
何
程
ツ
・
配
分
セ
シ
カ

壱
人
分
金
八
九
円
程
ツ
、
配
分
致
シ
マ
シ
タ

誰
力
配
当
セ
シ
カ

鈴
木
音
高
力
配
当
ヲ
致
シ
マ
シ
タ

其
他
ニ
モ
針
銅
ヲ
以
テ
縛
シ
金
銭
ヲ
強
奪
セ
シ
処
ア
ル
カ
矢
張
汝
等
ナ
ラ

ン私
ハ
参
リ
マ
セ
ン
カ
針
銅
ヲ
以
テ
縛
シ
タ
ル
ヲ
見
レ
ハ
必
ラ
ス
鈴
木
音
高

等
ノ
組
ナ
ラ
ン

其
他
ニ
ハ
ナ
キ
ヤ

有
渡
郡
用
宗
村
ト
覚
ヘ
マ
ス
カ
大
家
ナ
ル
医
師
ノ
宅
へ
押
入
ン
ト
其
門
ロ

マ
テ
参
リ
タ
ル
モ
手
筈
ア
シ
ク
テ
実
行
シ
得
マ
セ
ン
デ
シ
タ
カ
明
治
十
七

年
八
九
月
ト
思
ヘ
マ
ス

石
川
イ
ト
方
へ
押
入
シ
タ
ル
ハ
何
年
何
月
何
日
ナ
ル
カ

　
自
由
党
静
岡
事
件
の
新
資
料
こ
篇

問答答問答問答問答問答

明
治
十
七
年
七
月
十
三
目
夜
十
二
時
頃
ト
思
ヘ
マ
ス

当
時
石
川
イ
ト
方
へ
押
入
リ
ナ
カ
ラ
金
銭
ヲ
貸
付
高
利
ヲ
貧
リ
ロ
人
ヲ
苦

シ
メ
其
レ
ガ
為
メ
已
二
絡
死
シ
タ
ル
モ
ノ
モ
ア
リ
悪
ム
ヘ
キ
所
為
ナ
レ
ハ

殺
シ
ニ
来
タ
又
ハ
家
モ
焼
払
テ
モ
飽
足
ラ
ス
杯
ト
言
フ
タ
ル
カ
右
ハ
誰
々

ナ
ル
ヤ

銘
々
口
々
二
悪
言
ヲ
吐
キ
マ
シ
タ
ガ
私
モ
又
悪
口
致
シ
マ
シ
タ

其
際
飯
ヲ
食
シ
タ
ル
モ
ノ
ア
ル
ガ
誰
々
ナ
ラ
ン

若
者
等
四
五
名
モ
飲
食
シ
タ
ト
思
ヘ
マ
ス

右
強
奪
ヲ
ナ
シ
タ
ル
ハ
何
等
ノ
用
ニ
カ
供
ス
ル
ノ
意
ナ
ル
ヤ

政
府
ヲ
転
覆
シ
改
良
セ
ン
ト
ノ
主
意
ナ
ル
由
ナ
リ

政
府
ヲ
転
覆
改
良
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
如
何
ナ
ル
手
順
ヲ
行
フ
手
筈
ナ
ル
ヤ

（
ま
ま
）

爆
烈
弾
ヲ
使
用
シ
テ
伊
藤
大
臣
ヲ
初
メ
三
島
総
監
等
ヲ
殺
害
セ
ン
ト
ノ
企

望
ナ
ル
ト
確
信
セ
シ
故
へ
不
日
出
京
セ
ソ
ト
モ
考
へ
居
リ
マ
ス
位
ナ
リ

石
川
イ
ト
宅
ニ
テ
当
時
強
奪
セ
ラ
レ
タ
ル
金
額
ハ
古
金
銀
類
紙
幣
等
ニ
テ

合
金
　
百
四
拾
九
円
三
拾
銭
ナ
リ
上
言
フ
ニ
奪
取
リ
タ
ル
高
ハ
漸
々
七
拾

円
余
ナ
ル
ガ
其
相
違
ア
ル
ハ
如
何

鈴
木
音
高
ガ
配
当
ヲ
致
シ
マ
シ
タ
カ
ラ
或
ハ
同
人
ガ
其
際
横
取
セ
シ
カ
モ

知
リ
マ
セ
ン
現
二
其
際
鈴
木
音
高
ヲ
糾
サ
ン
ト
言
フ
モ
ノ
ガ
ア
リ
マ
シ
タ

ル
ヲ
私
ガ
制
止
シ
タ
ル
位
ナ
レ
バ
多
分
音
高
ガ
横
取
セ
シ
ナ
ラ
ン

右
訊
問
セ
シ
処
ヲ
其
目
前
ニ
テ
録
取
シ
読
聞
カ
セ
タ
ル
ニ
相
違
ナ
キ
旨
ヲ
認
メ

因
テ
共
二
署
名
捺
印
ス

　
　
明
治
十
九
年
六
月
十
四
日

　
　
清
　
水
　
綱
　
義

八
七
　
　
（
一
一
六
三
）
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自
由
党
静
岡
事
件
の
新
資
料
二
篇

警
部
立
花
精
一
郎

二

宮
本
鏡
太
郎
、
鈴
木
辰
三
、
山
岡
（
鈴
木
）

中
野
二
郎
三
郎
の
獄
中
行
状
録

　
行
状
録
〔
宮
本
鏡
太
郎
〕

音
高
、

罪
　
名

裁
判
所

強
盗
傷
人

東
京
重
罪
裁
判
所

刑
期
ノ

経
　
過

犯
　
数

九
年
余

二
　
犯

番
号

氏
名

年
齢

戊
子
第
百
一
号

宮
本
鏡
太
郎

文
久
二
年
九
月
生

　
　
　
　
　
　
獄
署
ノ
経
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

明
治
二
十
年
七
月
十
九
日
東
京
監
獄
二
入
全
年
十
二
月
廿
日
東
京
仮
留
監
二
入

リ
全
廿
一
年
十
月
十
三
目
空
知
監
獄
署
即
チ
現
今
ノ
北
海
道
集
治
監
空
知
分
監

二
入
ル

　
　
　
　
　
　
右
監
中
ノ
行
状

本
囚
ハ
性
質
敏
活
普
通
教
育
ア
リ
入
監
以
来
書
信
包
蔵
ノ
科
二
依
リ
一
回
ノ
懲

罰
受
ケ
タ
ル
モ
前
非
ヲ
悔
ヒ
今
ハ
賞
表
二
個
ヲ
有
シ
謹
慎
ノ
状
顕
著
ニ
シ
テ
将

来
再
犯
ノ
虞
ナ
ク
自
活
ノ
道
二
就
ク
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
確
認
ス

　
　
　
　
　
　
親
属
ト
ノ
関
係

本
囚
ノ
父
母
其
他
近
親
ノ
モ
ノ
已
二
死
亡
シ
且
ッ
未
タ
妻
子
ヲ
有
セ
サ
ル
モ
ノ

ナ
ル
故
親
属
二
対
ス
ル
意
向
ヲ
認
ム
ル
ニ
由
ナ
シ

　
　
　
　
　
　
役
業
ノ
勤
怠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
（
一
一
六
四
）

東
京
仮
留
監
二
在
ル
ノ
間
ハ
煉
化
工
場
二
於
テ
乾
方
二
服
役
シ
当
監
二
入
ル
ノ

初
メ
ハ
外
役
雑
業
二
服
役
シ
当
今
ハ
経
師
工
二
服
役
勉
励
ス

　
　
　
　
　
　
賞

入
監
以
来
獄
則
ヲ
謹
守
シ
役
業
二
勉
励
シ
改
俊
ノ
行
為
著
シ
キ
ヲ
以
テ
明
治
廿

三
年
六
月
廿
二
目
賞
表
一
個
付
与
伽
ホ
又
全
廿
七
年
三
月
廿
五
日
一
二
個
全
廿

九
年
八
月
十
八
日
二
一
個
増
与
ス

　
　
　
　
　
　
罰

明
治
廿
三
年
十
月
廿
四
日
書
信
ヲ
包
蔵
シ
タ
ル
科
二
依
リ
減
食
二
日
二
処
シ
賞

表
一
個
槻
奪
ス

　
　
　
　
　
　
出
獄
後
生
計
ノ
目
的

本
囚
ハ
入
監
後
雑
役
又
ハ
経
師
工
二
熟
錬
シ
自
活
ノ
道
二
於
テ
欠
ク
ル
処
ナ
シ

ト
錐
ト
モ
出
獄
後
ノ
思
想
ハ
牧
蓄
等
ノ
実
業
二
従
事
ス
ト
云
フ

以
上

　
　
明
治
三
十
年
三
月
　
　
　
分
監
長
畑
　
　
一
岳
圃

88

行
状
録
〔
鈴
木
辰
三
〕

刑
　
名

罪
　
名

裁
判
所

重
懲
役
十
『
年

共
謀
持
兇
器
強
盗

東
京
重
罪
裁
判
所

刑
期
起

算
ノ
日

刑
期
ノ

経
　
過

明
治
二
十
年

　
（
十
三
）

七
月
廿
日

九
年
八
ケ
月

十
日

番
号

氏
名

癸
巳
第
壱
号

鈴
木
辰
三

犯

数

初

犯

年
齢

安
政

年
六
月
生

　
　
　
　
　
　
獄
署
ノ
経
由

明
治
二
十
年
七
月
十
八
日
東
京
警
視
庁
監
獄
署
二
入
リ
全
年
十
二
月
二
十
日
東



京
仮
留
監
二
入
リ
全
二
十
一
年
十
月
十
三
日
北
海
道
庁
空
知
監
獄
署
即
チ
現
今

ノ
北
海
道
集
治
監
空
知
分
監
二
入
リ
全
二
十
六
年
三
月
十
日
全
監
網
走
分
監
二

転
入
ス

　
　
　
　
　
　
在
監
中
ノ
行
状

　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

本
囚
ハ
壮
年
ノ
比
ヨ
リ
代
言
ヲ
業
ト
シ
傍
ラ
官
庁
等
ノ
請
負
ヲ
ナ
ス
恒
二
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紹
）

民
権
ノ
説
ヲ
悦
ヒ
私
二
交
ヲ
自
由
党
ノ
士
二
納
ル
明
治
十
七
年
赤
井
景
昭
ヲ
自

宅
二
隠
匿
セ
シ
以
来
公
然
自
由
党
ト
提
携
シ
以
テ
国
政
ヲ
改
良
セ
ン
コ
ト
ヲ
謀

ル
遂
二
金
品
強
奪
等
ノ
非
常
手
段
ヲ
行
ヒ
本
刑
ヲ
受
ク
入
獄
后
深
ク
其
非
ヲ
悔

悟
シ
今
日
二
至
リ
テ
ハ
平
和
ヲ
以
テ
世
二
処
ス
ル
必
要
ヲ
覚
知
シ
余
暇
ニ
ハ
経

済
及
哲
学
等
ノ
書
ヲ
講
究
シ
真
心
追
悔
謹
慎
ノ
状
ア
リ
又
役
業
ハ
当
今
大
工
二

服
シ
専
心
勉
励
稽
々
其
ノ
歩
ヲ
進
ム
総
テ
ノ
動
作
二
徴
ス
レ
ハ
再
犯
ノ
虞
ナ
ク

他
日
自
活
ノ
道
二
就
キ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
確
認
ス

　
　
　
　
　
　
親
属
ト
ノ
関
係

本
囚
二
父
ア
リ
本
年
八
十
二
歳
ノ
高
齢
ニ
シ
テ
実
兄
新
蔵
ノ
許
二
在
リ
妻
ハ
入

獄
後
離
別
シ
実
子
一
人
十
三
歳
兄
及
親
戚
ノ
教
養
ヲ
受
ク
兄
ハ
農
業
ヲ
営
、
・
・
生

計
普
通
又
親
族
故
旧
二
屡
々
通
信
ス
同
族
相
思
ノ
情
ハ
常
二
切
ナ
ル
モ
ノ
ト
視

察
ス

　
　
　
　
　
　
役
業
ノ
勤
怠

東
京
仮
留
監
二
入
監
以
来
雑
業
二
服
役
シ
当
監
二
入
ル
モ
尚
ホ
雑
業
二
服
役
シ

尋
テ
木
工
二
服
役
シ
専
心
勉
励
ス
ル
ヲ
以
テ
常
二
食
費
ヲ
償
フ
工
銭
ヲ
得
身
体

亦
強
健
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
賞

入
監
以
来
獄
則
ヲ
謹
守
シ
役
業
二
勉
励
シ
改
俊
ノ
行
為
著
シ
キ
ヲ
以
テ
明
治
二

　
　
　
　
自
由
党
静
岡
事
件
の
新
資
料
二
篇

十
三
年
六
月
廿
二
日
賞
表
一
個
付
与
セ
ラ
レ
シ
所
図
ラ
サ
ル
犯
則
ノ
為
メ
全
二

十
五
年
二
月
十
八
日
該
賞
表
ヲ
槻
奪
セ
ラ
ル
然
レ
ト
モ
以
来
大
二
悔
改
獄
則
ヲ

謹
守
シ
役
業
二
勉
励
シ
改
俊
ノ
行
為
著
シ
キ
ヲ
以
テ
全
二
十
七
年
一
月
二
目
賞

表
一
個
付
与
前
全
断
二
付
全
二
十
八
年
一
月
三
十
日
賞
表
一
個
増
与
前
全
断
二

付
全
二
十
九
年
十
一
月
一
日
賞
表
一
個
増
与
ス

　
　
　
　
　
　
罰

明
治
二
十
五
年
二
月
十
八
日
看
守
二
抵
抗
シ
タ
ル
所
為
二
依
リ
五
昼
夜
ノ
闇
室

二
処
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ

　
　
　
　
　
　
（
期
）

　
　
　
　
　
　
満
刑
後
生
計
ノ
目
的

本
囚
ハ
資
産
ナ
ク
満
期
放
免
後
ハ
専
ラ
実
業
ヲ
以
テ
生
計
ヲ
営
ム
目
的
ナ
リ

以
上

　
　
明
治
三
十
年
三
月
廿
九
日

　
　
　
　
北
海
道
集
治
監
網
走
分
監
詰
分
監
長
高
山
幸
男
團

1行

状
録
〔
山
岡
音
高
〕

刑
　
名

罪
　
名

裁
判
所

元
徒
刑
十
四
年
、
三
十
年
一

月
勅
令
第
七
号
二
依
リ
減
刑

重
懲
役
十
年
六
月

持
兇
器
強
盗

東
京
重
罪
裁
判
所

刑
期
起

算
ノ
日

刑
期
ノ

経
　
過

明
治
二
十
年

七
月
十
三
日

九
年
余

　
　
「

犯
数
一
初
犯

番
号

氏
名

年
齢

戊
子
第
百
四
号

山
岡
音
高

文
久
二
年
七
月
生

　
　
　
　
　
獄
署
ノ
経
由

明
治
廿
年
七
月
十
九
日
東
京
監
獄
二
入
リ
全
年
十
二
月
廿
日
東
京
仮
留
監
二
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
（
一
工
ハ
五
）
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自
由
党
静
岡
事
件
の
新
資
料
二
篇

リ
全
廿
一
年
十
月
十
三
目
空
知
監
獄
署
即
チ
現
今
ノ
北
海
道
集
治
監
空
知
分
監

二
入
ル

　
　
　
　
　
　
在
監
中
ノ
行
状

本
囚
ハ
性
質
敏
捷
活
発
相
当
ノ
文
学
ヲ
修
ム
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
入
監
已
来
獄
則
ヲ

謹
守
シ
常
二
官
吏
ノ
教
令
ヲ
遵
守
シ
改
悔
ノ
状
極
メ
テ
顕
著
且
ツ
出
獄
後
再
犯

ノ
虞
ナ
キ
モ
ノ
ト
認
ム

　
　
　
　
　
　
親
属
ト
ノ
関
係

本
囚
ニ
ハ
両
親
ト
兄
弟
二
人
ア
リ
妻
子
ナ
シ
常
二
此
近
親
二
対
シ
書
信
ヲ
往
復

シ
思
親
ノ
情
最
モ
切
実
ナ
ル
モ
ノ
ト
認
ム

　
　
　
　
　
　
役
業
ノ
勤
怠

東
京
仮
留
監
二
在
ル
ノ
間
ハ
煉
化
土
錬
業
二
服
役
シ
当
監
二
入
ル
ノ
初
ハ
外
役

土
方
又
ハ
水
道
工
事
等
二
服
シ
次
二
長
ク
炊
所
夫
ト
為
リ
当
今
ハ
酒
掃
夫
ト
ナ

リ
テ
勉
励
ス

　
　
　
　
　
　
賞

入
獄
已
来
獄
則
ヲ
謹
守
シ
役
業
二
勉
励
シ
改
俊
ノ
状
著
シ
キ
ヲ
以
テ
明
治
廿
三

年
六
月
廿
二
日
賞
表
一
個
付
与
全
廿
五
年
五
月
十
五
日
二
一
個
全
廿
七
年
三
月

廿
五
日
二
一
個
ヲ
増
与
ス

　
　
　
　
　
　
罰

明
治
二
十
六
年
九
月
三
十
日
官
吏
二
不
敬
ノ
行
為
ア
ル
モ
其
情
軽
キ
ヲ
以
テ
将

来
ヲ
戒
諭
ス
其
他
罰
ナ
シ

　
　
　
　
　
　
出
獄
後
生
計
ノ
目
的

本
囚
ハ
元
代
言
人
ト
為
リ
且
ツ
相
当
ノ
教
育
ア
ル
モ
身
二
専
門
ノ
手
芸
ナ
ク
出

獄
後
二
於
テ
ハ
文
筆
ヲ
以
テ
相
応
ノ
生
計
ヲ
立
テ
得
ル
モ
本
人
ハ
農
事
二
従
事

ス
ト
云
フ

以
上

　
　
明
治
三
十
年
三
月

九
〇
　
　
（
　
｛
六
六
）

分
監
長
　
畑

岳
圃
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行
状
録
〔
中
野
二
郎
三
郎
〕

刑
　
名

元
徒
刑
十
四
年
、
珊
年
一
月
勅

令
第
七
号
二
依
リ
減
刑
懲
役
十

年
六
月
ト
ナ
ル
重
繁
鋼
二
月
ヲ

控
除
シ
十
年
三
月
七
五
日

刑
期
起
明
治
二
十
年

算
ノ
日
七
月
十
三
日

番
号
戊
子
第
百
三
号

罪
　
名
持
兇
器
強
盗

刑
期
ノ

経
過
九
年
余

氏
名
中
野
二
郎
三
郎

裁
判
所

東
山泉
重
罪
裁
判
所

犯

数

二：

犯

年
齢

嘉
永
六
年
六
月

生

　
　
　
　
　
　
獄
署
ノ
経
由

明
治
二
十
年
七
月
十
九
日
東
京
仮
留
監
二
入
ル
明
治
廿
一
年
十
月
十
三
日
空
知

監
獄
署
即
チ
現
今
ノ
北
海
道
集
治
監
空
知
分
監
二
入
ル

　
　
　
　
　
　
在
監
中
ノ
行
状

本
囚
ハ
性
質
怜
割
ニ
シ
テ
普
通
文
学
ア
リ
入
監
以
来
懲
罰
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
ク

常
二
前
非
ヲ
悔
ヒ
謹
慎
ノ
状
顕
著
ニ
シ
テ
将
来
ト
モ
再
犯
ノ
虞
ナ
キ
モ
ノ
ト
認

ム　
　
　
　
　
　
親
属
ト
ノ
関
係

本
囚
ニ
ハ
老
母
ト
妻
ア
リ
母
ハ
当
時
京
都
府
上
京
区
松
原
通
二
居
住
シ
妻
ハ
多

年
札
幌
二
居
住
シ
常
二
夫
ノ
消
息
ヲ
窺
ヒ
本
囚
モ
又
此
等
近
親
遠
親
ヲ
問
ハ
ス



信
書
ヲ
往
復
ス
ル
ノ
情
最
モ
切
ナ
ル
モ
ノ
ト
認
ム

　
　
　
　
　
　
役
業
ノ
勤
怠

東
京
仮
留
監
二
在
ル
ノ
間
ハ
他
二
手
芸
ナ
キ
ヲ
以
テ
樽
穀
業
二
服
役
勉
励
シ
当

監
二
入
ル
ノ
初
ハ
外
役
土
工
或
ハ
運
搬
又
ハ
藁
工
糸
繰
等
二
歴
事
シ
当
今
ハ
長

ク
看
護
夫
二
服
役
勉
励
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
賞

明
治
廿
三
年
六
月
十
一
日
市
街
出
火
監
獄
署
工
場
二
延
焼
セ
ソ
ト
ス
ル
際
臨
機

ノ
命
ヲ
受
ケ
消
防
二
尽
力
二
付
金
拾
銭
賞
与
ス
又
入
監
以
来
獄
則
ヲ
謹
守
シ
役

業
二
勉
励
シ
改
俊
ノ
行
為
著
シ
キ
ヲ
以
テ
明
治
廿
三
年
六
月
廿
二
日
賞
表
M
個

付
与
ス
伽
ホ
弛
怠
ナ
ク
謹
慎
ノ
状
ア
ル
ヲ
以
テ
全
廿
五
年
五
月
十
五
日
二
一
個

全
廿
七
年
三
月
廿
五
日
二
一
個
ヲ
増
与
ス

　
　
　
　
　
　
罰

入
監
以
来
罰
ヲ
受
ケ
ス

　
　
　
　
　
　
出
獄
後
生
計
ノ
目
的

本
囚
ハ
看
護
ノ
業
二
習
熟
ス
ル
ト
難
ト
モ
生
計
ヲ
立
ツ
ル
ニ
十
分
ナ
ラ
ス
相
当

ノ
文
筆
ア
ル
ヲ
以
テ
商
業
或
ハ
筆
生
等
二
従
事
ス
ル
ノ
意
ア
ル
モ
未
タ
確
定
ス

ル
モ
ノ
ナ
シ

以
上

　
　
明
治
三
十
年
三
月
　
　
　

分
監
長
畑
　
　
一
岳
圃
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一
　
（
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）


